
配偶者ビザ 診断シート 

 

配偶者ビザを取得できる可能性について、簡易診断ができます。正確な診断をご希望の方は、面談での相談

をご予約ください。 

 

① 出会いのきっかけは？ 

 

結婚相談所→その相談所の実績や信頼性等によって、ビザ取得の難易度が異なります。詳しいお話を伺う必

要がございます。 

結婚相談所以外→②へ 

 

② 日本人配偶者の仕事について 

 

正社員、勤続1年以上→④へ 

正社員として入社したばかり→③へ 

アルバイト、無職→③へ 

 

③ 外国人配偶者の日本での就職先（正社員）が決まっていますか？ 

 

決まっている場合→④へ 

決まっていない場合（専業主婦も含む）→Ⓑへ 

 

④ 外国人配偶者の現在の住所について 

 

日本に住んでいる（留学生、社会人等）→Ⓐへ 

海外に住んでいる→Ⓑへ 

 

Ⓐ基本要件を満たしているため、配偶者ビザを取得できる可能性が高いです。ただし、世帯年収が低い場

合（例：都内在住、世帯年収300万円以下等の場合）や、ご夫婦の年齢が10歳以上ある場合、交際期間が

6ヶ月以内の場合、外国人の方が再婚である場合は、追加で提出したほうがよい書類があります。 

 

Ⓑ入管指定の書類以外に追加で提出したほうがよい書類が多数あります。詳しいお話を伺ったほうがよい

です。 

 

 

●無料相談実施中です。 

初回は無料相談です。都内でしたら、出張相談も可能ですので、お問い合わせください。 

 

東京ワールド行政書士事務所 

 相談場所 東京千代田区神田佐久間町2-8 小松ビル3F （JR・地下鉄 秋葉原駅 昭和通口から徒歩2分） 

 TEL：03-5879-8447 E-Mail：info@tkwd.net 


